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衆
議
院
議
員
並
木
芳
雄
君
提
出
立
川
市
に
お
け
る
飮
料
水
の
汚
濁
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。 

内
閣
衆
質
第
四
六
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昭
和
二
十
七
年
六
月
二
十
七
日 

衆

議

院

議

長 
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讓 

治 
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内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
並
木
芳
雄
君
提
出
立
川
市
に
お
け
る
飮
料
水
の
汚
濁
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

立
川
市
に
お
け
る
井

水
の
汚
濁
惡
臭
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
調
査
の
結
果
を
得
る
ま
で
に
な
お
若
干
の
日
数
を
要
す

る
見
込
で
あ
る
。 

二 

対
策
と
し
て
は 

（1） 

応
急
的
に
給
水
自
動
車
を
動
員
し
て
給
水
に
万
全
を
期
す
る
と
と
も
に
、
近
隣
の
深
井

（
地
下
一
〇
〇
尺
程
度
の 

も
の
）
を
も
利
用
す
る
等
、
飮
用
水
に
関
し
て
は
で
き
得
る
限
り
補
給
し
て
い
る
。 

（2） 

恒
久
的
対
策
と
し
て
は
、
水
道
を
布
設
す
る
こ
と
で
あ
り
、
財
源
の
確
保
に
関
し
て
は
、
公
共
事
業
費
及
び
地
方
債 

も
近
く
決
定
さ
れ
る
見
通
し
も
つ
き
、
鋭
意
工
事
の
着
手
方
手
配
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




